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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 平成２７年度第１回津地区地域審議会 

２ 開催日時 
平成２７年７月２日（木曜日） 

午前１０時００分から午前１１時５０分まで 

３ 開催場所 津市役所４階庁議室 

４ 出席した者の氏名 

（津地区地域審議会委員） 

池澤庸子 今井和美 太田泰弘 柏木はるみ 冨永毅 橋本陽子 

東尚子 松田隆雄 丸橋恒子 南野利久 森田泰紹 

（事務局等） 

政策財務部長  中村光一 

政策財務部次長  松田千秋 

政策財務部政策担当参事  嶌田光伸 

防災室長  辻岡龍志 

政策課調整・政策担当主幹  濵田耕二 

防災室災害対策担当主幹  田中隆英 

地域連携課地域政策担当主幹（兼）広聴相談担当主幹  三浦弘充 

政策課主査  藤原亜沙子 

５ 内容 

１ 防災対策について 

２ 地域かがやきプログラム事業について 

３ 今年度の津地区地域審議会の進め方について 

４ その他 

 ⑴ これまでの地域審議会の検証と設置期間終了後の新たな仕組みに

ついて 

 ⑵ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

津市政策財務部政策課政策担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１０１ 

Ｅ-mail  229-3101@city.tsu.lg.jp 

 

 ・議事の内容  下記のとおり 

橋本会長 それでは、皆様、おはようございます。今日は、それぞれお忙しい中、

お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今、梅雨時を迎

えておりますけれども、梅雨と言えば、しとしとと雨が降るというイメ

ージでしたけど、昨今は、５０年に１度の大雨が各地で降って、被害が

出ているようでございます。そのような中、地盤の緩んだ中、これから
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台風シーズンを迎えようということで、何か大きな被害が起きなければ

いいなと心配しているところでございます。 

今日は、防災対策について、市のほうから色々ご説明を伺いながら、

皆様も日頃感じておられること、また、忌憚のないご意見等がございま

したら、お聞きしたいと思っておりますので、２時間の間ですけど、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

嶌田政策担当参事 おはようございます。ただいまから、平成２７年度第１回津地区地域

審議会を開催いたします。まず、冒頭、私どもの、政策財務部長の中村

より一言ご挨拶のほうを申し上げます。 

 

中村政策財務部長  改めまして、みなさん、おはようございます。本日は、本当にお忙し

い中、今年度第１回目の地域審議会のほうにご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。後ほど、紹介をさせていただきますけれど

も、本年度から事務局が、前の地域政策課から政策課に代わりました。

担当も初めてのことですので、不手際があるか分かりませんが、どうか

よろしくご容赦いただきたいと思います。 

早いもので、合併から、来年１月で丸１０年となります。そういった

中で、合併当時からこの地域審議会でお世話になった委員の方々、委員

の皆様から貴重なご意見をいただいてまいりました。本当にありがたい

ことだと思います。総合計画や、昨年度は地域まちづくり計画等、そう

いった形でいろんなご意見をいただいてきた、ということでございます。

改めまして、この場で、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

今日は、先ほど会長のほうからもお話がございましたが、防災につい

て色々ご教授いただきたいなと思います。担当も来て、説明もさせます

ので、どうか、忌憚のないご意見をいただけたらなというふうに思いま

す。 

それから、今、全国的に地方創生ということで、毎日、新聞報道等、

賑わせておりますけれども、津市におきましても、今、総合戦略を策定

するということで、取り組んでおります。また、後ほど話も出てこよう

かと思いますが、本地域審議会のほうでもご意見をいただきたいなとい

うふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

本日も、皆様には貴重なお時間を割いていただくということになりま

すが、何卒、時間の許す限り、よろしくご教授いただきたいと思います。

それでは、どうぞよろしくお願いします。 
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嶌田政策担当参事  失礼します。申し訳ございません。ちょっとお時間をいただきまして、

事務局のほうの紹介をさせていただきたいと思います。先ほど、部長か

ら申しましたけど、昨年度までは、この審議会につきましては、地域政

策課が担当をさせていただいておりました。本年４月の組織改正により

まして、今年度からは政策財務部、同じ部ではございますが、政策課が

担当させていただくこととなりました。１年間ですが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

職員の紹介のほうをさせていただきます。 

 

（ 事務局職員 紹介 ） 

 

本日、市民部の地域連携課より担当の三浦が同席しておりますので、

併せてご紹介のほうさせていただきます。 

 何分、至らぬ点もあろうかと思いますが、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 続きまして、本日の会議の資料の確認のほうをさせていただきたいと

思います。まず、左の上のほうに資料１と書いてありますＡ４横のカラ

ー刷りのものでございます。こちらが、事項書１の防災対策についての

資料になります。よろしいでしょうか。続きまして、資料の２と資料の

３でございますが、平成２６年度の地域かがやきプログラムと平成２７

年度の地域かがやきプログラム、というものでございます。これは、事

項書２の地域かがやきプログラム事業についての資料でございます。本

日の会議に関する資料は以上でございます。 

なお、前回、当審議会で子育て支援の施策についてご審議いただきま

した。市では、今年４月に、「津市子ども・子育て支援事業計画」という

ものを策定しておりますので、ご参考までに本冊と概要版というものを

お手元のほうにお配りしておりますので、また、ご参考にご覧いただき

たいと思っております。以上、資料の配布漏れ等はございませんでしょ

うか。 

 

 それでは、会議のほうに移らせていただきます。 

本日の出席委員は、委員１４名中、１１名の委員のご出席をいただいて

おりますことから、過半数を超えておりますので、協議第９条第４項の

規定により会議が成立いたしておりますことをご報告させていただきま

す。 
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それでは、この後の会議の進行につきまして、会長様、よろしくお願

いたします。 

 

橋本会長 それでは、会議を進めさせていただきます。 

まず、会議録に署名していただく方を指名させていただきます。太田委

員様、冨永委員様を指名させていただきたいと思いますが、よろしゅう

ございますでしょうか。では、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、事項書に従いまして、会議を進めさせていただきます。 

 最初に、事項１の「防災対策について」を議題といたします。昨年度

最後の審議会で、南野委員様から防災対策について取り上げては、とい

うご提案をいただいておりましたので、本日の事項とさせていただきま

した。 

皆さまに議論していただくに当たりまして、折角の機会ですので、今

日は危機管理部の担当の方から、津市の防災対策についてお話を聞かせ

ていただけるよう、事務局と調整をいたしました。それでは事務局から

のご説明をお願いいたします。 

 

辻岡防災室長 防災室長の辻岡と申します。 

 

田中災害対策担当主

幹 

同じく、防災室災害対策担当主幹、田中と申します。よろしくお願い

します。 

 

辻岡防災室長 私はこの４月に防災室長を拝命いたしまして、今のところ新人という

ことで、至らぬ点があるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思

います。 

そうしましたら、座らせてもらって説明をさせていただきたいと思い

ます。 

今回、お配りした資料ですけど、これにつきましては市全体で取り組

んでいる防災関係のものが全部書いてありますので、建設部の方とか他

部のところまでは、説明しきれない部分があります。かなり量が多いで

すので、ポイントに絞って説明させていただきたいと思います。 

 

まず、１点目ですけど、９－１－１防災対策（災害対応力強化集中年

間での取組）ということで、平成２３年３月１１日の東日本大震災の発

生後、津市では、特に平成２４年、２５年の２ヵ年を災害対応力強化集
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中年間と位置づけて、様々な事業を行ってきました。例えば、津波避難

対策の推進、地域防災計画の徹底見直しなど、かなりのことをやってき

ています。この内容については後ほど出てきますので、ここでの細かい

説明は省かせていただきますが、防災対策というのは終わりがありませ

ん。そういったことから、さらなる高みを目指して、現在も防災対策に

取り組んでいるという状況でございます。 

次のページをめくってもらいまして、右下１８ページ、９－１－２今

年度の取り組みということで、今年度予算に計上した内容等について説

明したいと思います。左上から、地域等への支援ということで、地域防

災力強化推進への補助金ということで、自治会や自主防災会が、地域で

災害対応、例えば、備蓄品を整理したり備蓄の災害資機材を整備したり、

そういったものを上限１０万円で助成ということでやっております。避

難計画の作成支援ということで、地域で、例えば津波の避難計画だった

ら、どうすれば効率よく高台の方へ逃げられるかとか、そういった計画

を作成するのに職員が地域へ行って、策定の支援を行っております。家

具等転倒防止対策への補助金ということで、家具が倒れないように工事

を行った場合に、最大１万円の助成というようなことをやっております。

また、耐震シェルター等設置への補助ということで、自宅に耐震シェル

ターを取り付ける場合には、３分の２、最大２５万、場合によっては４

０万助成というようなことをしております。 

次に、災害対応力の強化ということで、河川における避難のあり方検

討会、今は、雲出川の避難勧告のあり方等を検討しています。総合防災

訓練・図上訓練というのは、今年の総合防災訓練は、１１月２２日に河

芸総合支所で実施する予定でおります。あと、災害対策用備蓄品、計画

的な備蓄品の整備を行っております。また、洪水ハザードマップの改訂

を今年予定しております。また、地震防災マップというのを、前回作っ

たのは平成１９年で、最新の三重県のデータが出ておりますので、それ

に添って津市の新防災マップを作成する予定です。また、土砂災害ハザ

ードマップということで、今年は美杉地域の八知、八幡地区が、土砂災

害警戒区域に指定される予定ですので、そのハザードマップを作成する

ような予定をしております。 

次に、公共施設等の整備、耐震化ということで、抜粋で説明しますと、

１番上、防災物流施設の整備ということで、大規模災害が起こった時、

市外から搬入される物資の搬入する拠点というような施設を作っており

ます。また、中ほどに、香良洲高台公園の整備、こういったものもして

おります。あと、木造耐震補助なども行っております。 
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次に、２０ページをご覧ください。左上、９－２－２－①津波対策と

いうことで香良洲高台防災公園の整備というのを現在行っております。

津波の緊急避難場所として、香良洲の高台に防災公園を整備していると

ころです。香良洲町新開地に、海抜１０ｍの高台を造成して、防災公園

として整備しています。広さについては、津球場の３個分くらいの大き

さというイメージで、約２万人、車の台数で言うと２０００台程度の車

が入れるようなスペースということで、今、整備されています。通常は

公園として使用しますが、災害時には、そこへ避難できるようにしてい

ます。防災倉庫を備えて水や食料などを備蓄しますし、上下水道なども

整備していくというようなことで、今、整備がされています。高台の整

備に当たっては、１０ｔダンプが７８０００台分という、かなりの土が

要りますが、これにつきましては、公共事業から発生する土や、川を浚

渫したときの土、そういったものを利用するなどしてコストを抑えなが

ら整備しているといったような事でございます。 

次に、２２ページをご覧ください。９－２－３これも津波対策ですけ

ど、外部階段、転落防止柵の設置ということでございます。上から説明

させてもらいますけど、公共施設に外部階段を取り付けたり、屋上に転

落防止柵の設置をしたりしております。写真を見てもらうとイメージで

きるかもしれませんが、建物の外に外付け階段をつけたり、屋上に落ち

ないように柵を付けたりしています。平成２３年度からは計画的にこう

いったものをやっておりまして、例えば、平成２６年度には、高洲会館

や殿木集会場、さくら児童館、２４年度ですと、香良洲の香海中学校な

どに外部階段や転落防止柵の設置をしています。真ん中ですが、津波避

難ビルとしての市営住宅の活用ということで、後でまた、津波避難ビル

は出てくるんですけど、津波避難ビル等の指定がない地域については、

市営住宅を活用しまして、この写真にありますように、外側に外付け階

段をつけて、市営住宅の上まで登るような、こういった整備もしており

ます。１番下ですけども、栗間海浜線高架橋避難階段の設置ということ

で、こちらは白塚ですが、国道から海に向かって、近鉄を渡り、高架橋

があるんですけど、そちらも高い場所にあるということですので、そこ

にすぐ上に登れるように外付け階段を設置するという内容の対策もして

おります。 

次のページです。２３ページ、９－２－４－①でございます。津波対

策の、津波避難ビル、津波避難協力ビルの確保というところでございま

すけれど、津波避難ビルにつきましては、緊急時にいつでも一時避難が

可能な建物ということで、６３施設を確保しております。この内訳とし
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ましては、民間ビルが全部で２２施設、市有施設につきましては３６施

設、県の施設については５施設、こういったところを津波避難ビルとし

て指定させてもらいまして、津波のときに一時避難、ということで活用

ができるようにしております。 

右に矢印が出ていますけど、特に市の施設については、地震自動解錠

鍵ボックスというのを付けまして、通常時に外付け階段がありますと、

上へ登っていってしまいますので、通常時には入れないようにしてあり

まして、大きな地震が起こった時に自動で鍵が開く、扉が開く鍵ボック

スが付けてありまして、その中にある鍵で開けてもらって階段で登って

もらうといったものを設置しております。真ん中ですけども、全部で６

３施設、のべ 123,983人分の避難先を確保ということになっております。

その下ですけど、津波避難協力ビルは、建物の所有者や管理者が指定し

た日及び時間に限り避難できる施設ということで、こちらのほうが１１

施設、内訳としましては民間ビルが１０施設、国有施設が１施設という

ことで、合計 3,244 人分の避難先を確保しています。右下ですけど、合

わせますと 127,227 人分の避難スペースを確保しているというような状

況でございます。こういった施設には、津波避難ビル等表示シールって

いうようなものが使われているということでございます。 

次のページをご覧ください。見開きの両面になっていると思いますけ

ど、２４ページと２５ページですね、津波避難ビルと津波避難協力ビル

を地図に落とした資料になっております。やはり津市の中心街が多くな

っているんですけど、特に沿岸部ということで、例えば河芸地域や白塚

地域、伊倉津地域や香良洲地域、こういったところが、ビルが当然少な

いということですので、特にこういったところは、小学校とか中学校と

か公共施設、こういったところを指定するなどして対応しているといっ

た状況でございます。 

次に２６ページをご覧ください。９－２－５－①でございます。津波

対策で海抜表示についての市の取組ということの資料になっています。

津波浸水予測地域内の全ての避難所、一時避難場所に海抜表示を実施し

ております。例えば避難所については６１か所、一時避難所については

８８か所、その他を含めまして全部で１６４か所の、避難所、避難場所

の標識の上に海抜表示をしていております。右の欄ですけど、市道上の

カーブミラーなどへの海抜表示ということで、カーブミラー２５０か所、

電柱１２４か所に海抜表示を行っております。下ですけど、それ以外に

も津市沿岸地域標高マップというものを作成して、配布しております。

地図上に、色で海抜が分かるような地図を作って配布しております。で
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すので、その地図を見てもらって、日頃からどのあたりが海抜の高い地

域かというのを認識してもらって、逃げてもらう時の参考にしてもらえ

るような、そういったものを配布しております。 

次のページの２７ページでございますけど、今度は海抜表示の国や県、

民間の取組でございます。この海抜表示につきましては市だけでなく、

国や県、民間の方に願いして、取り組んでもらっております。国につき

ましては、３９か所、県につきましては６２か所、民間につきましては

テルウェル西日本や中電興業と協定させてもらって、全部で９９か所の

海抜表示をやっておりまして、市だけでなく、国や県、民間の方にお願

いをするなどして幅広く展開しているということでございます。 

次に、２８ページ、左上、９－２－６でございます。地域防災計画と

いうことですけど、災害対策基本法というのがありまして、その中で地

域防災計画を作成しなければならない、ということになっておりまして、

これまでは風水害ないし、震災編、風水害編、及び震災編というのがあ

ったのですけど、さらに津波対策編というのを成２３年に策定して、津

波にも対応してこうというような内容としております。 

３０ページをご覧ください。９－２－７－②でございますけど、津波

避難計画作成ということで、こういった津波避難計画についていろんな

取組をしております。津波避難計画といいますと、仰々しいものに感じ

てもらうかもしれませんが、地図に、逃げてもらう高い場所、目標を定

めてもらって、自分たちが住んでいるか所からどういったルートをたど

れば、安全なところへ逃げられるかというのを、地図上へ落としていく

ものです。それで、これを作っていくには、実際に地域の方に集まって

もらって、その地図を持って街中を歩いてもらいます。これをタウンウ

ォッチングと呼んでいるのですが、街中を歩く時も、ただ単に最短ルー

トを探ってもらうだけではなく、実際、地震が起きたときには、例えば

ブロック塀が倒れたりとか、普段何気なく通っているところが危険な場

所になったりする可能性があります。そういったところを見てもらいな

がら通ると、このブロック塀はひょっとしたら、崩れるんじゃないかと

か、そういったことを見てもらって、危険なところはルートからはずす

というようなことを考えてもらいないながら、最終目的地まで行っても

らって、その中で１番安全なルート、効率のいいルートというのを考え

てもらうというものがプランになっています。そういったものを地域で

やってもらったりしているんですけれど、開催地区は、２４年度には１

１地区、２５年度には８地区ということで、取り組んでもらいました。   

真ん中の津波避難計画作成、災害時要援護者対策モデル事業というこ
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とにつきましては、この２４年度に１１地区やった中からさらに６地区

取り組んでもらいまして、災害時要援護者対策ということで、もし、災

害が起こった時に自分１人では避難する事が難しい方、そういった方を

援助する、こういったことも含めながらプラン作成に取り組んでもらっ

たりしております。 

１番下、避難所運営モデル事業ということで、実際、災害が起こった

時に避難所をどうやって運営していくか、といったものをやっておりま

す。これは平成２４年、２５年が主に書いてありますけど、現在も地域

の方から学習会とか、そういった計画作成会のところにお手伝いの要望

をいただきますので、土日に一緒に作るというようなことをしておりま

す。 

次に、３１ページをご覧ください。９－３－１、震災対策、耐震化へ

の支援ということでございますけど、上の方、その他耐震化、地震対策

事業ということで、先程も説明いたしましたけど、家具転倒防止対策補

助事業として、地震による家具の転倒を防止するために固定する費用を

最大で１万円補助をしております。耐震シェルターの設置補助事業とい

うことで、耐震診断の結果、評点が０．７未満である木造住宅の１階部

分に、耐震シェルターなどを設置する費用への補助、それぞれ写真、イ

メージが描いてあると思いますが、こういった補助の制度を設けており

ます。 

それから、真ん中より下ですけど、家具等転倒防止固定金具の無償配

付ということで、そういった金具の無償配付というのを行っております。

右下に固定金具の写真があると思いますが、こういったものを昨年の８

月から無償で配布しております。申請件数がこの３月末現在で約５４０

件ということで、かなりの方から申請をいただいております。各総合支

所でも同じことをしておりますので、それぞれで、啓発もかねて配付し

ているということでございます。 

次に、ちょっと飛びまして、３５ページをご覧ください。９－４－２

－①です。今度は風水害対策ということで、色々ありますけど、波瀬川

避難勧告基準の見直しということでございます。どういうことかと言い

ますと、この青い四角から右に矢印が出ているところを読ませていただ

きます。波瀬川においては、直近２年間の避難勧告の発令状況及び避難

者数を見ると、避難勧告に伴い、指定の避難所に避難した人は最大で４％

未満ということで、避難勧告を出しても、避難される方が少ないという

状況がありました。右に行きまして、それはどういうことかというと、

地域住民の方が危険と思っている水位と、行政が定めた水位にズレがあ
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るのではないか、地域の実情に即した避難勧告等の発令基準について検

討を行う必要があるのではないか、ということで、地元の方、国、三重

県、津市の職員ないし、有識者のかたまりで波瀬川における避難のあり

方における検討会というのを設置して、下にある８の検討をしてまいり

ました。その下以降にその内容が書いてあるのですけど、矢印の右側に、

変更前水位と変更後水位というのがあります。例えば、変更前水位のな

かで、氾濫注意水位というところで、避難準備情報というものを出して

います。避難判断水位に到達すると、避難勧告を出す基準になります。

その下、氾濫危険水位になると最も強い避難指示というのを出す。こう

いった基準になっておりますけど、これを変更後は、特に避難判断水位、

赤文字のところですが、それまで２．３ｍだったところを３．４ｍとい

うように引き上げました。氾濫危険水位については３．１ｍから３．４

９ｍに引き上げました。それまでは、変更前の水位では、あまり皆さん

が危険と感じておられなかったというようなこともありまして、水位を

上げたということが１つの理由でございます。それと、その下でござい

ますけど、避難勧告を発令する地域も段階的に出すようにということで、

今までは一律地域で出していたのですけど、第１段階と第２段階で分け

て出すようにしました。１段階については、読みにくいですけども田尻

平岩地区に出して、それ以降、また水位が上がれば、残りの赤い地区に

出していく、段階的に出すような方法に変えました。これにつきまして

は、この変更した内容につきまして、当然広報や折り込み、加えて地域

で説明を行って、周知をさせていただきました。特に水位を上げるとい

うことは、これまでの古い水位だと、多分それほど危険と感じ取られな

かった、だけど、新しい水位だと、もう本当にその時点で逃げ込まない

といけない、ということで、そのあたりを十分周知したうえで、この水

位と、段階的発令というのを変更ということにさせてもらいました。こ

の辺りは、ちょっと、資料は出ておりませんけど、実際、避難率という

のは上がっておりまして、次の３６ページをご覧ください。市長のコラ

ムでございますけど、右側の中ほどに、「避難率も２５％と前回を上回っ

てきている」というところですね、実情に即した避難勧告をできておる

ようになったかと考えております。 

次に、飛びますけど、右下４１ページをご覧ください。９－５－１－

②でございます。避難所の見直し②ということでございますけど、これ

を作成した時点で、法律に基づく指定避難所というのが津市に１６５施

設ございました。昨年の６月にセントヨゼフを加えまして、その下、今

年の２月には、白山の元取公民館の改築に伴って収容人数が増えた。ま
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た、今年の３月には、南が丘公民館、こちらを追加したということで、

全部で、１６６施設、見直し後は１６７となっていますけど、さらにも

う１か所増えまして、今現在１６８施設が指定避難所ということになっ

ております。 

次に４２ページでございます。９－５－２緊急避難先の福祉避難所の

確保ということで、福祉避難所というのが先ほどの１６８施設以外にあ

ります。こちらのほうは、大規模災害に備えた福祉避難所の協定締結状

況ということで書いてありますけど、老人福祉施設とか、老人保健施設、

障がい者支援施設などが協定により指定されております。右上ですけど、

長期の避難生活が想定されるような大規模災害時に、介護が必要な高齢

者や障がい者の方が避難生活を送る福祉避難所として、市内に５５施設

と、災害時の福祉避難所に関する協定を締結しているという状況でござ

います。こういった避難所もあるということでございます。 

次に４３ページですけど、応援、協力協定の協定数と団体数、災害が

起こった時にいろんな援助なり、行ってもらう協定等結んでおります。

右上に書いてある数字がありますが、東日本大震災発生前は、４８の協

定で、団体数が１２９だったんですけど、東日本大震災発生後につきま

しては、さらに４４の協定を増やしまして、団体数も１６１増えまして、

合計で今９２の協定、２９０の団体、となっております。その中の代表

的なものを、ちょっと説明させてもらいますと、例えば、左下の、上富

良野町との災害時の情報発信に関する相互協定についてということで、

災害時、津市なり上富良野町のどちらかがホームページ等で情報発信が

行えない場合、それぞれの相手方が代わって情報発信を行うというよう

な協定でございます。右上から２番目につきまして、水道業務に関する

協定ということで、災害により被害を受けた、市の水道施設の給水機能

の早期回復を図るための協定、こういったものを結んでおります。次の

ページを見てもらいますと、続きですけど、左の下から２番目、災害時

に必要な物資の調達及び供給に関する協定というのがございまして、一

般社団法人日本非常食推進機構と災害時に必要な物資の調達及び供給に

関する協定を結んでおりまして、非常食や物資など、といったものの協

定を結んでおります。右の１番上ですけど、こちらのほうが株式会社伊

藤園との協定ということで、災害時の飲料水の提供に関する協定です。

右側の４番目には、三重県看護協会との協定、こういったものも協定を

結ぶようにしております。 

４５ページから、４７ページにわたりましては、詳しい説明は避けま

すけど、地域防災計画というのを毎年見直しております。毎年必要な事
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項をより細かく修正して、災害対応力の強化ということを図っておりま

す。ちょっと詳しい説明はやめさせてもらいます。 

５０ページをご覧ください。９－５－５地域防災、総合防災訓練、図

上訓練ということで、昨年の様子が書いてあるのですけど、昨年の総合

防災訓練は、１１月２４日に開催しまして、安濃中央総合公園の多目的

グランドで実施しております。５３機関、８８０名の参加で実施しまし

た。先ほども申し上げましたが、今年は１１月２２日に河芸総合支所の

前の第２グランドというところで、総合防災訓練を予定しております。

特に今年は、小学校、中学校のほうへ協力をお願いしまして、かなりの

小学生の方が出てもらうという中で、子供の方も参加した訓練というの

を今、考えているところです。その下、図上訓練も今年２月に実施して

おります。 

最後に、５２ページをご覧ください。９－５－７地域防災、地域への

支援というところで、２４、２５年度は地域防災活動活性化交付金とい

うのを補助をしていたりとか、２番目ですけど、防災情報メールの多言

語版の配信を行っていたりとか、津市防災アドバイザーの設置、津市防

災会議の構成機関の見直しなりを行ったりとか、防災物流施設の整備、

これは最初に言ったと思いますけど、物資を搬入する拠点という施設の

整備を行ったりとか、災害時の協力井戸の登録制度の創設、こういった

ものを行っております。資料の説明については以上になります。 

前回の地域審議会で、ご意見があった件についてなのですけれど、昨

年の台風１１号、８月９、１０日の台風１１号の時に、避難所の案内が

あまりうまくいかなかったという話を聞いております。状況は、聞いた

内容では、まず、最初に、施設のお年寄りを避難させる時に久居総合支

所へ問い合わせていただいたところ、明神の集会所を案内していただい

たら、そこが開いていなかったということで、その後、誠之小学校を案

内したけど、体育館ということで、お年寄りにはお辛い状況だったと。

最終的に、久居総合福祉会館を使ったというふうなことをお伺いしてお

ります。この状況ですけど、久居総合支所に状況を確認したんですけど、

まず、これはちょっと言い訳になるかもしれないのですけど、台風１１

号、特別警報の問い合わせが殺到している中で、まず、指定避難所では

なくて、一時避難所を案内してしまったというところが、まず、そこが

問題となっております。指定避難所については、職員が避難所要員とし

て配置されるんですけれど、一時避難所というのはあくまで一時的に開

くということなので、例えば、指定されている一時避難所の中で、地域

のお寺とか、公民館とか、地域で管理をしてもらっている施設ですので、
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職員が必ず見ているわけでないというところを案内してしまったという

ところがまず問題だなと思っております。で、次に、誠之小学校を案内

するのですけど、通常指定避難所を案内しますので、体育館なり、公民

館なり職員が避難所に張り付くところ、これは、通常案内させてもらう

ところでございます。ただ、話の聞き取りの中で、施設のお年寄りの方

がいる中で、その辺りをもっと早めに判断して、聞き取りを行っていれ

ば、違う避難所を案内できたのではないかという話を聞いております。

特に、最終的に久居総合福祉会館を案内してもらったということで、例

えば、時間的に余裕があるのであれば、最初からそういったところを案

内できたのかな、というふうに思います。今のところ、対応が上手くい

かなかったということについてはお詫び申し上げますし、今後そういっ

たことがないように、もっと災害時の訓練をして、対応できるような手

段を取り入れていこうと思います。 

ざっと説明しましたが、一旦、ここで説明を切らしていただこうと思

います。 

 

橋本会長 ありがとうございました。ただいま、津市の防災対策について色々ご

説明を聞かせていただきましたけども、今のご説明に関してのご質問と

か、あるいは防災対策について、日頃感じられていることがありました

らご意見伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

冨永委員 地震の３連動が起こった場合には、８．７とか、そういう数字を出し

ていただいていると思うのですが、学者によって、この地方には９．１

の震度がくるという話もお聞きしました。そして、私もちょっと、色々

調べてみたんですけども、東海地震というのは、前回は起こっていない。

要するに、東南海と南海地震が２連動で、発生したと、東海と３連動に

なった場合には、かなり大きな津波が発生するだろうと話を聞いており

ます。それで、お祭りとか、花火大会にこういう問題が起こった場合、

津はどうするのでしょうか。ちょっとお聞きしておこうと思います。花

火とか、高虎祭りの時にこういった問題が起こった場合にはどうするん

ですか。 

 

辻岡防災室長 基本的にはですね、例えば津波とかですね、まずはなるべく遠くへ、

高くへというところを基本に普段、周知させてもらっています。 

 

冨永委員 それは住民ですよね。 
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辻岡防災室長 はい、そうですね。 

 

冨永委員 観衆の方がどうすれば逃げられるかということ、そこは考えてないと

いうことですか。 

 

辻岡防災室長 もちろんそれは、祭りの時は、警備の方とか、当然、警察の方とか協

力してやっていると思いますので、その辺りの安全に誘導してもらうと

いう中で、「遠く、高く」というのを見てもらうと思うのですけど、特に、

津祭りとか、津の花火というと、津の中心部ですので、例えば指定の津

波避難ビルを利用してもらうとか、そういったことも考えられるかと思

います。 

 

冨永委員 それは、県とか警察関係と相談されたことはありますか。協議の対象

には入らないんですか。 

 

辻岡防災室長 そんなことはないと思いますが、祭りの運営に関わっていませんもの

で、ちょっとそこまで確認したことはありません。 

 

冨永委員 やっぱり、話し合いだけでも、検討だけでもした方が良いかと思うの

で、よろしくお願いします。 

 

辻岡防災室長 また、祭りの実行委員会等にもそういった話はしておきたいと思いま

す。 

 

橋本会長 よろしくお願いします。他にいかがでしょうか。 

 

松田委員 １つだけお願いします。大雨降った場合に、避難勧告が出ますね。津

市内で避難しなさいと言って、出るわけですけども、その地域が分から

ないと、逃げる避難所が分からないと言っている人たちがたくさんいる

と思います。地震、津波というんだったら、わっと高台に逃げれば良い

わけですけども、どの程度までのが、避難所に、といった扱いをしてい

るのですか。防災室のほうは。 

 

辻岡防災室長 それは、例えば、大雨が降った時に、どこの避難所が開いているか、

ということですか。 
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松田委員 そういうことではなしに、大雨のとき、避難してくださいと流した場

合に、この前の大雨とかね、そうすると高台へ来るわけですよ。といっ

ても、準備をまだしていない。私は南が丘なのですけど、南が丘なんか、

川が切れるわけでもないから、落ち着いていたら、避難してくる人がい

るわけですよ。あの、一応小学校は、指定になっておりますから、南が

丘小学校に避難しろと、早めに逃げてくる。そういう人たちの対応に市

の職員は、公共の避難所になっていても、まだ来ていません。 

そして、想定外の人たちが来ているわけです。というのは、２所帯で

避難所へ逃げてきたのですが、２所帯で、どうやって逃げてきたと思わ

れますか。２所帯で車４台なんですよ。下の水の浸かりそうなところか

ら、身体が避難してきたのか、車が避難してきたのかわからない、とい

うような問題が生じているわけです。現場では。一応、自主防災会の方

で、対応はしたんですけども。本部としては、市の職員を一応割り当て

ていると思いますが、来ていないわけです。一応避難勧告等は出ていて、

逃げられる人は、早めに逃げていったほうが楽ですから、子供連れで、

夫婦で来る。夫婦で逃げてくるなら、普通、車１台かなと思うのですが、

旦那は旦那と子供１人、奥さんは奥さんと子供１人、そういうのが２組

来たわけです。身体より車のほうが大事だと思って逃げて来た人たちが

いるわけなんです。そういう想定がないので、避難所を用意していても、

車の置き場所に困った。車が水に浸かったら困ると、被害を受ける前に

逃げたほうが良いといって逃げてきた人があるわけなのです。去年の場

合は、雨の日にたくさんの区域で、「避難しなさい」というのが出ました。

その時に、まだ、私らではいいなと思っているときに、逃げてきたとい

うふうなことで、その時に、どの地区はどこへ逃げるかというのは想定

はしてない。ラジオとか何かテレビとかで言えば、関係ない人たちでも、

早目に逃げたほうが安心だからって、自分で考えて逃げてくる人たちも

います。 

 

辻岡防災室長 一応ですね、開設する避難所は、この地域で何かあったときには、こ

この避難所を開設しますというのは、案内させてもらっています。同報

無線や、エリアメールなどあらゆる手段で、そういった避難所を案内さ

せてもらうのですが、ただ、その想定するところを超えて避難してくる

というケースがあるということですよね。そういう場合には、確かに開

いてない場合があるかもしれません。その場合はご連絡いただければ、

すぐに避難所要員を配置し、開設するというのが可能です。ちょっと想

定の範囲を超えてしまうとすぐに対応できない場合があるかもしれませ
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んが、それは、その都度ご連絡いただければ、配置などは可能かと思い

ます。そちらはちなみに、体育館か何かですか。 

 

松田委員 結局、一応体育館にはなっているのですけれども、暑い折ですと体育

館は冷房がかけられないです。何もないですよね。私のほうのところで

は、４地区で海のほうから津波がきたら逃げてくる、受け入れの勉強会

を一緒にしていますから。それもあったと思います。ですけども、それ

以外で来られたわけで、ちょっと戸惑ったということがありますので、

その辺をまた、ゆっくり考えて下さい。お願いします。 

 

辻岡防災室長 はい、ありがとうございます。 

 

橋本会長 他には。 

 

森田委員 新町地区からちょっと話をしますけども、平成２６年度の８月の１１

号の台風の時に、新町地区は新町小学校と西橋内中学、新町小学校は校

内の３階に体育館があります。それから、西橋内は、１階の校内の外に

あります。こういうことですので、初めての避難所が設置されまして、

約１８０人、住民の方が避難されました。この時の、反省点や問題点を

解決して、今後の避難所のあり方を見直したいということで、要望、話

をします。 

まず、要望内容としましては、１番目は、防災避難所運営委員会を校

内に設置する、２つ目はそれを運営するための事務機器を設置する。こ

の２つの内容につきまして、要望理由としましては、避難所を開設して

からやるのでは遅いですから、日頃から、校内に常設をしておくという

ことと、同時に平素から、そういう準備活動をするということをしない

と、開設して初めてやったのでは、後手後手に回りますから、というこ

とで要望します。 

それから、３番目の要望としまして、現在の防災倉庫を校舎内に移動

して１か所に集めるということです。要望理由としましては、例えば新

町小学校ですと、運動場の東側にあったり、あるいは校舎内でも１か所

になかったり。あるいは西橋内でも、４階の２か所にあるとか。そうい

うことですと、やはり、校舎内の１か所においておかないと、とても災

害時には運営できないと。 

それと最後の要望事項としてはですね、西橋内は見ていただいたらわ

かるんですけれども、１階の非常に低いところにあって、そんなことで
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は、津波なんかの対策で問題があるんじゃないかということと、トイレ

が外にあるんです。だから雨の中、外に行かなければならない。災害時

に高齢者がそんなことをできるのかということ。それから、色々連絡を

するのに、体育館に電話がない、校舎が外にあるということで、連絡す

るのに通路を雨の中、行かなければいけない。非常に不便ということで

す。やはり使い勝手をもう少し良くして、避難所にするべきではないか

なと、以上を要望します。 

 

橋本会長 ありがとうございました。他に。 

 

南野委員 よろしいですか。 

 

橋本会長 はい、南野さん、お願いします。 

 

南野委員 私が前回の時に、災害対策というのを取り上げていただきたいという

ふうに申し上げさせてもらったのですけども、そもそも防災というのは、

対策を打つのが目的ではなくて、いざ天災が起こった時に、最小限度に

被害を止めるというのが目的でありますので、いくら良いマニュアルと

か、こういうふうにやっていても、そういうことが起こった時に、どこ

まで動けたかどうかというのが１番重要になるかというふうに思うんで

す。それで、前回は特別警報が発せられたと思います。特別警報という

のは、最近気象庁が定めてやったルールですので、自治体は、それぞれ

の警報に応じて動き方が違うのかどうか、というのをまず、教えていた

だきたいのです。冒頭に会長がおっしゃられた数十年に１度、これが特

別警報ということになりますので、前回は大雨が降るということで、去

年出ましたので、今年も特別警報が出て、来年も特別警報が出て、とい

うのは本来なら、数十年に１回ということですので、そんなことはあり

得ないのですけども、昨今の気象状況はですね、そういうこともあり得

るのかなというふうにも思いますので、まず、特別警報と一般警報をど

のように区別して行動されているのかということを伺いたいです。 

 

辻岡防災室長 特別警報が出た場合というのは、去年初めて出ましたもので、その対

応については、その地域防災計画、こういったものがあるのですけど、

そこに津市としてどう対処すべきかという内容は定めております。 

 

南野委員 ですから、特別警報が出た時に防災対策課として、普段とは違う、ど
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のような一般警報とは違う行動をとられたのかどうか、という事をお聞

きしたいのです。なければないというのをおっしゃってもらったら良い

のですけど。 

 

辻岡防災室長 津市としては、特別警報に対して市内の全指定避難所を開設して、避

難対策をしたというのが津市の対応になります。 

 

南野委員 四日市と鈴鹿は、全市民に避難命令を出したと思うのですけども、あ

れは全く恥ずかしい話で、市民が何も行動しなかったという、それがな

かっただけでもまだ津市は良かったと思うんですけども。ですから、広

域な自治体にはなっていますので、一般の行政業務というのは普通に行

われていると思うのですけれども、やはりこれだけの１０市町村が合併

して、いざという時の何か連絡がうまくいってないんじゃないかな、と

いうふうに思うのです。 

ですから先ほどいみじくも言い訳になるとおっしゃられましたけれ

ど、できれば、具体的事例もありましたので、改善策は出していただか

ないと、このように改善するというふうにならないと、同じ事を繰り返

してしまうのではないかなというふうに思うんですけど。ただ、聞き取

り調査をされたなら、そういう具体的事例を挙げましたので、こういう

場合はこういうふうにするとか、同じ失敗をしないというような対策が、

私は必要だと思います。 

 

辻岡防災室長 ありがとうございます。 

 

南野委員 あと、もう１点最後に、やはり弱者に対しての事前対策、先ほど障が

い者の方がそういう対象になった場合は行く施設が決まっているという

ことですけども、障がい者とか、高齢者の方は別に何か施設があるとい

うような。 

 

辻岡防災室長 福祉避難所というものがあります。ただ、先ほども説明しましたが、

長期にわたる避難生活を想定ということですので、例えば一晩台風が来

る、一晩泊まるとなった時に、そういう想定ではないです。 

 

南野委員 ないわけですね。そういうような人への配慮とか、いわゆる社会的弱

者と言われている、高齢で１人で暮らしている方とか、障がいをお持ち

の方への何か街ぐるみで事前に把握しているというような、そういうの



 19

はないわけですか。 

 

辻岡防災室長 

 

災害時要援護者対策ということで、その避難所ということではなくて、

そういった方の名簿を作っていまして、それを地域にお配りして、この

６月議会に、避難行動要支援者名簿の提供に関する条例というのをあげ

させてもらったんですけど、特に配慮が必要な方、例えば、障がいの手

帳をお持ちの方など。 

 

南野委員 １人では逃げられない方、いらっしゃると思うんですよね。 

 

辻岡防災室長 そうですね、そういった方の名簿を作成しまして、それを自治会長さ

んや自主防災さんにお配りして、それで、地域で援助対策、要は災害が

起こった時にその人たちを連れて逃げるというようなことを地域で考え

てもらっています。一例を言いますと、ある地区では個人のカードを作

っています。誰々さんは、例えば車椅子の方だとか、誰がどういったふ

うに連れて行くのか、といったカードを作って、１対１だとその助けに

行く人が、もし行けなかったらいけませんので、数人で１人の方を、と

いうような計画を立ててもらって、いざというときに動こうというよう

な、そのための避難行動要支援者名簿というのを、今作成中でございま

す。 

 

南野委員 今、作成中ということですか。 

 

辻岡防災室長 これは法律で定められた避難行動要支援者名簿という事で、去年の２

月に災害対策基本法というのが改正されまして、正式に法律で名簿を作

りなさい、作って配りなさいということになったのですけど、それまで

は、津市でいうと、平成２３年度から、津市の独自の制度で、名前が違

うのですけど、災害時要援護者名簿というのを作りまして、それを、地

域に渡しまして、それで個別の計画を行って、というふうなのをやって

いました。 

 

南野委員 いつの時も弱者の方が被害にあわれることが多いですので、名簿を作

るのが目的ではなくて、そういった時にそういう災害に合わないように

していただくのが１番重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 
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橋本会長 はい、どうぞ。 

 

丸橋委員 その今の続きみたいな話なんですけど、中学校とか小学校の体育館が

避難所になっていますよね。今の弱者の話なんですけど、例え３時間で

も４時間でも避難した場合に、中学校とかの体育館はトイレが和式トイ

レしかないんです。だいたい足の悪い方とかが多いものですから、たち

まち２、３時間でもいれば、誰でも自然現象ですから我慢できません。

それが１番のネックになっているとも聞いているんですけど。ある程度

避難所になっている学校とかには、今、ぼちぼちと進めてもらっている

とは思うのですけれども、和式トイレも良いですし、無いよりはましで

すけど、やっぱり洋式トイレを設置していただきたいなと。１個でもい

いですから、ないとできないですから。 

というのと、私たちが今、１番悩んでいるのは、避難勧告とか出た時

に、すごく土砂降りの雨の中を避難しろと、今こちらが車の避難かと言

われたけど、車に乗れる人は良いです。まだ避難できますけど。高齢の

方とかはほとんど車に乗れません。そうすると、雨の中をベチャベチャ

になって、どうやって避難するのかと。いつ避難を勧めたら良いのかわ

かりません。今度名簿も作っていただいて、やるのですけど、誰かが乗

せて連れていかなくてはならないのかという悩ましい問題もありまし

て。そういうところが今、悩んでいるところです。 

要望としては、トイレだけはとりあえず、作って欲しい。 

 

橋本会長 はい、今井さんどうぞ。 

 

今井委員 

 

 

 

あの、お二方のおっしゃった事に関連するのですけど、民生委員とし

ては２年目なんですけども、おっしゃるとおり、災害時要援護者、高齢

６５歳以上の方、１人暮らしの方、という名簿はおりてきますけれども、

民生委員自体のなり手が無く、１人に対して１００件位の安否確認をし

ろということ自体が無理なもので。行政、厚労省のほうから、１番の発

端はおりてきてるものですから、高齢者を援護しようと言いながらも、

ただ名簿を作成して地域におろしているだけの話で、そもそも住民同士、

地元同士、勝手に助け合えよ、というふうな事なものですから。数十の

人を１人で助けることはとてもできないので、これは不可能な話です。

名簿だけおろされても、全く手も足も出ません。 

それから３．１１の時には、普段近隣におられて、８０過ぎた方が１

人暮らしでしたので、誰が見てもこの人危ないなと思って、私共の一家
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で、車に無理に乗り込ませて、白塚の町内の出張所、２階建てですから、

とりあえず１番近いので、そこに送り込みました。別に民生委員さんや、

自治会の人が、複数で助けに来るということはありません。みんな自分

の命が先に大事ですから。あの東日本の震災の時も、それで民生委員の

方がたくさん命を失くされていますし。高齢弱者の人をどうするか、と

いう話を地元に押し付けられても、その人たちは助からず、好意を持っ

ている普段の付き合いのある者が、勝手に車に乗せて、とりあえずは、

町内の避難所になんかは行きません。津波が来ると恐ろしいという観念

から、県の総合文化センター横のスーパーマックスバリューの所にまず

は駐車をして、３０分以上ラジオを聴きながら待機して、それから出張

所の２階へ送り込んだわけなのですけれど。お二人方がおっしゃいまし

たように、２階建ての古い鉄筋の建物で、トイレは１階です。こんなと

ころで１時間もいられないという高齢の方の声を聞いて、あなたも泊ま

ってくれと言われたんですけども、結局身内ではないものですから、遠

くの親戚の方が無理やり呼ばれて、その方も避難したかった７０を越え

ている方なんですけど、急遽引き取りに来られて大騒ぎになりまして。

結局それをきっかけに１人暮らしはもう困るということで、親戚の強制

的な意向によって、本人の意思は無視して、みかんの里に放り込まれた

格好で。結局、近所の者として、怖がっているだろうと、弱者の方に手

を差し伸べたばっかりに、親戚の方にいぶかられて、みかんの里でこの

間お亡くなりになりましたが、一気に認知症が入って弱られましたけど

も。地域ではどうしようもないなという、避難所では、親戚、扶養義務

のある方に連絡を取ろうとするので。だから、民生委員だろうが、近隣

の自治会の人が送り込もうが、やっぱり本人の意思を、誰か連絡取れる

人いますかということで、高齢者を預かるみたいなので。そういった経

験もありまして、避難所として高齢者や弱者の人が使えるようにはなっ

ておりません。健康で、元気で、車の運転ができて、どこでも走って逃

げられる人だけが入れました。以上です。現状、そういうことですね。 

 

松田委員 あの１点だけよろしいですか、お願いします。帳面上、書類上だけで

判断されるというのは困るのですけども、１つはですね、今の要援護者

にしても、自治会にはおりてはきているのですけれども、末端までいっ

てません、現実に。だから、きちっとやっている自治会もあれば、やっ

ていない自治会もあります。いろいろです。まあ、半分もしていないで

しょう。 

それと、もう１つは、防災室さんがして欲しいのは、自治会単位でや
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るのか、何々地区、何々地区と津支部でも２２の連合体があるんですけ

ども、連合体は全然無視しているような格好に私は見えるのです。会議

は１年に１回くらいはやっていますけども、何にもしていないから、実

際には連合体で動いているところが割と多いんです。自治会によっては

動いているところもありますけども、自治体単位で見ますと、１割もな

いです。それが自治会の実情です。そのへんを認識していただいて、持

っている対策を立て直していただきたいなと思います。 

 

橋本会長 よろしいでしょうか。すいません、色々とご意見いただきまして、あ

りがとうございます。ではちょっと、手短にすみません、お願いします。

お時間もあるので、よろしくお願いします。 

 

東委員 よろしいですか。それぞれおっしゃったこと、本当に身にしみて、私

も民生委員の時代に調査をして、これで自分が助けられるかといことを

とても疑問に感じて、歩いた時代もあるのですけど、そういうことも含

めまして、今、このお話ではここの説明はなかったんですけど、５１ペ

ージ、被災地で活躍する津市職員というのが出ています。たくさんの方

が派遣されて、向こうでお手伝いをしてもらいました。行かれたことの

意味の１つは、直接的に、現地で手助けをするということと、それから、

市職員として行かれるからには、自分のところの市に帰った時に、どう

いうノウハウに繋がるかという学習に行っていると思うんです。だから

行かれた方たちは、現地で、今、出てきたような問題にも遭遇している

はずなので、戻ってきて、何が困った、それをどういうふうにしてクリ

アした、どうすれば良いんだ、というふうな話し合いを市としてされて

いるかどうか、というのを伺いたいと思います。派遣された方が、何を

してきた、何を助けてきたということと同時に、何を得てきたか、市政

に何を活かすべきかということを学習してきたかということを、帰って

来られて、そういう話し合いの場というのをお持ちいただいたんでしょ

うか。もし、そういうことがあれば、そういうのを吸い上げて、いろん

な問題に活かしていくことができると思うんですけど。 

 

辻岡防災室長 報告というのは当然あるんですけども。実際それを細かく活かすとい

う、そういったところまではちょっとできていないと思います。 

 

東委員 むしろそういうことはすごく大事だと思いますので。 
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辻岡防災室長 ありがとうございます。 

 

中村政策財務部長 最後にすみません。よろしいですか。すいません。本当に貴重なご意

見ありがとうございます。本当に、災害対策というのはもうエンドレス

ですし、市の職員、2,500人だけでは完璧にできるということは絶対に無

いと思います。ですから、市民の皆さんと一緒になって考えて、少しで

も前進するような形で、やりたいなというふうには考えております。 

それで、今いろいろおっしゃっていただいた中で、２、３点ちょっと

ここでお話しさせていただきたいんですが、まず、新町地区の防災の拠

点の話ですけど、今、新町小学校の大規模改造を計画しておりますので、

その中でそういった拠点となるような機能を入れられないかということ

で、具体的に検討しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

ただ、西橋内については、場所を上げるというようなことはなかなか難

しいので、その辺の対策はまた考えないといけないのかなと思います。 

それから、トイレの話ですけれども、今、学校のですね、トイレの洋

式化というのを計画的に進めております。そういったことで、順次、洋

式化は進んでいくと思っております。最低でも２９年度までに、一応、

市内の全小中学校の洋式化の率を上げるということは進めておりますの

で、よろしくお願いします。 

それで、あと、障がいを持った方とかお年寄りが、体育館での避難生

活というのはなかなか難しいと思います。例えば学校は、体育館だけで

はないので、空き教室のあるところもありますし、それから、例えば畳

がいるのではないか、畳じゃなくても、マット的なものがあればとか。

快適とまではいきませんけども、少しでも気が休まるような避難環境と

いうのが必要だと思いますもので、どういったことができるのかという

のは、前葉市長が従来から申しているところですし、今回の市長選挙の

中で、公約でも言っていることですので、少しでも、環境が良くなるよ

うな、そういう形を今、模索しようとしているところでございます。そ

れには、必要な予算をある程度は回していく必要があるのかなと思って

おります。 

それから、特別警報のお話ですけれども、特別警報については今回初

めて出たということで、非常に戸惑いました。それで、津市がとったの

は、担当も申しましたけども、初めて全ての避難所を開けたということ

なんです。従来は、浸水の想定がされるようなところだけ、ピンポイン

トで開けていくのですけども、そういうことではなくて、特別警報とい

う事で、全市域、全避難所を開けました。で、何が起こったかというと、
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職員が足らないんです。一旦、開けると、１日で終われば良いですけど

も、何日もということも考えられます。そういう時には、もう、その職

員が不眠不休という事になってしまいますので、そういった課題もでて

きました。それにどう対応するかというのを危機管理部のほうで、いろ

いろ検討して、これまで避難所要員として当たっていなかった職員を、

避難所要員に当てるとか、そういったことも、今、しております。 

あと、それから、本当に貴重なご体験をされたということで、高齢者

あるいは障がい者の方をどうするかというのも、本当に悩ましいなと思

っております。民生委員の方も本当に大変だと思いますし、それから、

自治会の方も、それぞれで自主防災会を作っていただいて、色々やって

いただいているんですけれども、そこへ行政がどう絡んでいくかという

ことだと思います。地域、地域で事情も違いますので、その辺をなんと

かそれぞれの課題を解決できるような、解決策を防災の担当が現地へ出

向いて、色々お話を聞きながら進めていく、こういった地道な取組が必

要かなと思いますし、市長も防災を第１に考えておりますので、少しで

も前進するように今後とも、頑張っていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

橋本会長 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。皆様の中でまだまだご意見があろうかと思

いますけれども、今、中村部長から色々ご説明もいただきましたところ

で、時間の都合もございますので、議題１につきましてはこの辺で終了

させていただきたいと思います。 

続きまして、事項第２の「地域かがやきプログラム事業について」を

議題とさせていただきたいと思います。事務局のほうより、ご説明のほ

うをお願いいたします。 

 

嶌田政策担当参事 すみません。防災の担当、これにて失礼させていただきますので、い

ただいたご意見、しっかりと受け止めて、市政のほうへ活かしていこう

と思いますので、ありがとうございます。 

 

辻岡防災室長 失礼します。ありがとうございました。 

 

（防災室職員退席） 

 

嶌田政策担当参事 それでは、すみません。座って失礼します。 

次に、事項の２ということで、「地域かがやきプログラム事業」につい
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て、２６年度の実績と、２７年度の事業内容について、ご説明のほうを

させていただきたいと思います。 

まず、資料の２でございます。字が細かくて、本当に申し訳ございま

せん。こちらのほうでございますが、平成２６年度の事業として、２事

業ございました。東部エリアということになりますので、２事業になり

ます。一身田寺内町まつり事業と、「地域と人と絆づくり」イベント事業

～震災復興支援事業～という、この２本になります。一身田寺内町まつ

り事業については、継続的に実施してまいりました。昨年、初めて下の

「地域と人と絆づくり」イベント事業、これを２６年度から新規事業と

して、初めて「かがやきプログラム事業」の中で、補助事業として行わ

せていただいたところでございます。寺内町まつりにつきましては、例

年、１１月の日曜日に、地域の方々が、一身田の寺内町が持つ、もとも

との地域資源、歴史文化を活かした取組ということで、それこそ幼稚園

の方から大人の方までご参加いただいて、まちの振興活性化に繋げてい

ただいているイベントでございます。それで、予算額１００万円に対し

て、執行額のほうも１００万円ということで、同額のほうを支出させて

いただいております。参加者といたしましては、３万２千人の方が訪れ

ていただいたということになっております。下の「地域と人と絆づくり」

のほうですけども、これは、被災地の関係がございます。先ほど少し、

防災の中でもお話がありましたが、山元町というような名前が出てまい

りました。これは、震災後、うちの職員も先ほど、ちょっと言っていま

したけども、職員を派遣しております。まだ、これは震災の事態が終わ

っておりませんもので、現在も、職員を１名派遣しております。ただ、

冒頭の職員の派遣の仕方と、今現在の派遣の仕方が違いまして、向こう

の需要としましては、やはり、冒頭のほうは施設復旧とか、まちづくり

のための技術者を下さい、ということで、そういった部分をメインに派

遣しておりました。現在は、どちらかというと、やはり地域の職員のほ

うも出てまいりましたので、そういうことではなくて、総務系の事務の

職員１名を派遣しております。派遣期間も、もともと、最初のほうは、

３ヶ月単位で行っていたのを、今は長くて、半年、１年単位で派遣する

こととなっておりますので、そういう繋がりが山元町と津市には、まだ

あるということでございます。そのなかで、香良洲地域の団体の方が、

チャリティーコンサートをして、あとは、それを持って東北地方の震災

復興をされておりました。その中のイベントを支援することで、山元町

のほうへ行っていただいて、少しでも元気づけられたら、ということの

ご趣旨でしたので、こちらの事業についても、１００万円の予算額に対
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して、１００万円の補助金を支出したところでございます。あと、津市

内においては、チャリティーイベントということで、それの財源として

集めるためにチャリティーのコンサートを開いていただいています。昨

年は、青い鯉のぼりプロジャクトっていうものがございまして、石巻の

方なんですけども、幼い弟さんを亡くされて、その弟さんが好きであっ

た鯉のぼりをあげたいということで、全国から青い鯉のぼりを集めて、

海岸へその季節に掲げるということの事業を取り組んでいる方をお招き

して、実際の体験等々のお話をしていただいたということで、うちの震

災対策に対して役立つものというふうに思っております。 

次に、平成２７年度でございます。資料の３になりますが、こちらの

ほうも、今年も同じ事業に対して、同じ額の予算を、今、いただいてお

ります。寺内町まつりについては、平成２７年度は、１１月１５日の日

曜日に開催させていただきます。下の復興支援事業でございますが、チ

ャリティーイベントを、９月２０日の日曜日、今回は、河芸の公民館で

させていただきたいというふうに思っております。ということと、平成

２７年１１月２２日、これは、山元町がふれあいの産業祭りということ

で、支援や、職員派遣とかをしている関係の団体等が一堂にこぞって、

そういうふうな物産という部門も一堂に会して、まだまだ継続的にやら

れるということですので、そちらのほうへ参加したいということの旨を

お伺いしていますので、また津市としても、そのへんのほうを支援して

いきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。私からは、

端折って申し訳ございませんが、説明は以上でございます。 

 

橋本会長 はい。ありがとうございました。今、地域かがやきプログラム事業計

画、２つのかがやきプログラムについてご説明をいただきましたけど、

何か、皆様の中からご意見とかご質問とかございますでしょうか。特別、

よろしかったでしょうか。 

 

松田委員 あのね、一身田の寺内町まつりですけども、これは今後とも続けてい

く予定でございますか。 

橋本会長 はい、お願いします。 

 

嶌田政策担当参事 これは、地元が、もうずっと一生懸命取り組んでやってるものですの

で、恐らく、事業を終了するということは、多分ないと思いますので、

しばらく、お続けになられると思います。 
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松田委員 そうですか。ありがとうございました。 

 

橋本会長 他によろしかったでしょうか。はい。それでは、続きまして、事項３

の、今年度の津地区地域審議会の進め方について、事務局のほうからご

説明いただきたいと思います。はい、お願いいたします。 

 

嶌田政策担当参事 今年度の審議会の進め方でございます。例年、５回開催させていただ

いております。今年は、すみません。準備が遅れて、第１回が７月にな

ってしまいましたことを、まずもってお詫びします。申し訳ございませ

ん。ですので、第１回目、本日ということになりますので、事務局とい

たしましては、今年、あと３回程度の開催はしたいと思っております。 

あと、今後ご審議いただく内容でございますが、冒頭、部長から申し

ましたけど、今、地方へ向かって、地方創生ということで、国がいろい

ろ、各自治体が知恵を絞って、自治体独自の創意工夫の中で、事業をし

なさいということで、進めております。その裏にありますのは、人口減

少の歯止めというのが、まず、第１点。それと、東京への一極集中の是

正ということの２点。これを、全国的な取組の中でやりましょうという

ことで、国が申しております。基本的には、この場で個人的な思いを伝

えて良いのかどうかは分かりませんけど、やはり、国でやっていただく

事業は、国が考えていただくということであろうと思います。ただ、地

方がやるべき事項は、当然、地方が責任を持って担うということになり

ますので、そのへんをしっかり市の中で、うちとしても、１つの計画を

作るということになっております。これが、津市の、まち・ひと・しご

と創生総合戦略という名前になろうかと思うんですけど、そのような計

画を立てるということが、必須条件となっております。これは、あくま

でも、市の大きな施策に繋がることになりますので、その部分について、

今後、ご審議のほうを賜っていきたいと思います。今、そのたたき台で

あります骨子案というものを、作っている途中でございますので、また

それができあがってまいりましたら、当然、事前にお目通しいただいて、

そのへんのことを踏まえてご議論いただこうということを思っておりま

す。私共としては、地方創生について、幅広くご意見をいただくという

ことで考えております。団体の中には、審議会的なものを使って代表の

方に、ご意見だけを聞いて、計画策定していくというところもあるんで

すが、私共の市長は、数多くの住民の方の声を聞きなさいということで

すので、敢えて、そういうものは作っておりません。ですので、このよ

うな、地域審議会なり、各団体の会合等で、そのへんのことのご意見を
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頂戴しながら、津市独自のそういう戦略を作ってまいりたいと思います

ので、そのへんのほうは、今後、審議会のテーマとして、考えておると

ころでございます。あと、また、その他にも市政に関わって、委員の皆

様方から、何かこういうふうなテーマがあるよということでお教えいた

だければ、またそれに沿った形で進めてまいりたいと思いますので、ひ

とつよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

 

橋本会長 ありがとうございました。ただ今のご説明について、何か、ご意見と

かご質問、ございますでしょうか。よろしかったですか。それでは、次

に移らせていただきます。 

事項４ その他（１）これまでの地域審議会の検証と設置期間終了後

の新たな仕組みについてでございます。これは、地域審議会が、今年度

末をもって、設置期間が終了するという状況の中で、私と柏木副会長と

で相談させていただきまして、現時点での津市のお考えを聞かせていた

だこうということで、この事項を設けさせていただいておりますので、

事務局のほうより、ご説明よろしくお願いいたします。 

 

嶌田政策担当参事 まず、地域審議会でございます。これは、市町村合併の直後という特

別な状態において設けられた、特例的な制度として、合併前に合併しよ

うとする関係市町村の協議によって定められたものでございます。その

中で、一定の期間というものが設けられております。これが、平成１８

年１月１日から平成２８年３月３１日となっております。そういう期間

を定められて設置されたものであるということでございます。そもそも、

津市は、全国的にも稀な１０の市町村が合併をいたしました。それこそ、

海から山まで広域な市域を有するもののなか、この制度に基づいて、合

併後、１０年間に限って、それぞれの地域から、地域ごとに審議会を設

置して、その地域特性に応じた形でご意見を賜るということで設置され

たものと思っております。 

そして、合併後、これまでに委員の皆様方には２年という任期のなか

で、公募委員さんも含めまして、様々な分野から数多くの委員さんにご

参画をいただき、新しい津市の各地域のまちづくりへの、貴重なご意見、

ご提言を頂戴したものと思っております。ちなみに、平成１８年から平

成２６年の昨年度まででございますが、９年間におきまして、各地域審

議会の開催回数は、延べで３７２回となっております。 

こういうように、数多くの審議会の開催を重ねていただいたなかで、

具体的な成果と申しますと、やはり、本市のまちづくりの基礎となる総
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合計画、こちらの基本構想や、基本計画策定に当たってご審議いただい

たことが、１番大きなものではなかったかと思っております。また、平

成２２年度からスタートしました、総合計画の基本構想や、前期基本計

画、それを受けての前期基本計画終了を受けて策定した、後期基本計画

につきましては、委員の皆様方に集中的にご審議をいただき、ご答申の

ほうを頂戴したところでございます。審議にあたりましては、各地域で

の審議会のご審議はもとより、各地域の地域審議会の代表の委員の方が、

総合計画審議会の委員としてもご参画いただき、ご自身の地域の審議会

でのご意見を、直接、総合計画審議会のほうへ届けていただいたことで、

より多くの地域のご意見を、計画へ反映させていただくことができたと

思います。また、初めての試みですけども、後期の基本計画の審議にあ

たっては、直接市民の生の声を聞くという場を設けましょうというお声

を頂戴いたしまして、委員の方、自らがオープンディスカッションを開

催していただいたところでございます。 

それから、昨年度、計画変更いたしました、新市まちづくり計画につ

きましては、皆様にご審議いただいたことが記憶に新しいところとは思

いますが、計画期間のほうを延長することができまして、５年間、延長

させていただくこととなりました。本来、１０年間でありましたものが、

１５年間というものになりました。延長していただいたということで、

色々なまちづくりを進める上で、財源として、合併特例事業債というも

のがございます。こちらは、市の借金にあたる部分ですけども、これに

ついて、あとで交付税として、国からまた交付税措置でバックがありま

す。これは手厚いバックで７割が戻ってまいります。償還額に対する７

割が戻ってくるっていうことで、実質的には、少ない一般財源でいろん

な事業ができるということが、あと５年間できるようになりました。と

いうことですので、今から、一生懸命、まだまだしなければならないこ

とを、この有利な財源を使って進めていこうということと思っておりま

す。 

また、審議会で、取りまとめていただいたご要望とかということは、

機会を捉えてご提出させていただいたところでございます。 

次に、審議会設置終了後の新たな仕組みということでございます。地

域審議会は、先ほども申し上げました通り、１０年間の期限が決められ

ております。そういうふうなことで、一旦は、その審議会という部分は

協議に基づく期間は終了して、役割を終えることになろうとは思ってお

ります。では、それに代わるものは何か、ということで、いろいろな、

前回からもご意見等もいただいていることは存じ上げております。以前
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から、市長は、地域の声を聞かせていただく地域審議会に代わるものは

必要であると申しております。今回、６月の市議会の中でも、そのよう

な、話題は取り上げられまして、議員の中からそういうふうなご質問を

頂戴しました。そのなかで市長は、選挙に関わった部分もありますし、

今回、所信表明という部分を、６月の議会のほうで述べさせていただい

ております。その中で、今年の秋に地域懇談会を創設すると申しており

ます。これは、地域の実情に応じて、より強力に、より確実に課題を解

決していく。また、きめ細かに、小学校や自治会連合会単位で取り組ん

でいく、そういった地域懇談会にしていくとも、述べております。それ

を受けて議員のほうから、地域審議会に代わるものが、この地域懇談会

なのかというようなご質問がありました。市長がその時、申したのは、

新たに創設する地域懇談会も、地域審議会が果たしてきていただいた機

能を担う１つになるのではないかと考えているが、引き続き総合支所に

係る施策とも相まって、地域懇談会の開催を通じ、地域の課題の解決を

図っていくなかで、どのような形が良いのか考えていく、ということで、

お答えをさせていただいたところでございます。何分、奥歯にものが挟

まったような、訳の分からない話をして申し訳ございませんけども、現

時点で、明確なお答えがこの場でできないことを本当に申し訳なく思っ

ておりますが、当然、その声を、今後、市民部の地域連携課が住民の窓

口ということで、今年からできた組織でございますので、そちらのほう

において、今後、検討されるということとなっております。また、当然、

そのような状況で分かってきた場合には、いち早く、皆様にお知らせす

ることが、何よりも大切であると考えておりますので、そのへんは十分、

心して業務にあたってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。私からは以上でございます。 

 

橋本会長 はい。ご説明ありがとうございました。では、お時間はまだ、もう少

しありますので、皆様の中で、新たな仕組みに対して、何かご意見、こ

うあるべきとか、こうだった、というようなことがございましたら、今

のうちなら、提案できるかなという気もいたします。いかがですか、柏

木さん。 

 

柏木副会長 そうですね。秋に懇談会の開催する予定であるということですが、小

学校とか自治会を対象に考えていると。何回ぐらい、具体的にどんなふ

うに進めていくというお考えはあるんですか。 
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嶌田政策担当参事 市長、申し上げてますのは、基本的には、最低で２回はお伺いすると

言っております。 

 

柏木副会長 1か所に。 

 

嶌田政策担当参事 １か所に対して年２回は最低、今回は秋からスタートということです

ので、今年度は１回になろうかと思います。それはもう、議会でも申し

上げてますので、必ずお約束は守ると思っておりますので、年２回は各

地域へ出向いて、そのようなお声をお聞かせいただくことになろうかと

思っています。ただ、具体的なその委員の構成でありますとか、どうい

うふうな協議をしていくのかというのは、今、ここに担当がいるんです

けど、市民部の地域連携課のほうで、どのような形にすれば、住民の皆

様方が意見を発しやすく、色々できるか等々、踏まえて、今検討してい

るところでございますので、これにつきましても、もうまもなく、当然、

秋から開催するわけですので、整理つき次第、住民の皆さまにご周知の

上、進めていくということで、ご理解いただきたいと思います。以上で

ございます。 

 

橋本会長 ありがとうございました。他に、よろしかったでしょうか。 

 

森田委員 今の話のついでに、ですけども、津地区は２２の連合がございますか

ら、２回でも４４回やるということで、これ、やるだけでも大変だと僕

は思います。なので、絵に描いたぼた餅にならないように、ひとつよろ

しくお願いします。 

 

嶌田政策担当参事 小学校区単位と自治会連合区単位っていうことで、色々この先、検討

しますけど、市長、何分、言ったからには、絶対やると思いますので、

その日程調整は、担当の秘書課が一生懸命、汗をかいて時間を確保する

と思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

橋本会長 はい。ありがとうございました。他に、よろしかったですか。 

 

柏木副会長 提案でございますが、それは、それで了解しましたが、この地域懇談

会という形式ではなく、もっと広く、市民全体に、パブコメではないん

ですけども、意見募集をしますよというようなことで、個人単位でも意

見を出せる人は出してもいいよ、というような仕組みを作っていただく
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と、これにプラスアルファ、もう少し厚みのある市民の声が集約できる

んじゃないかなと思いますので、今、インターネット等もありますので、

方法もいくらでもあるのではないかと思います。特に、若い人の声とか、

声がなかなか届きにくいという、委員に選ばれにくかったり、それから、

いわゆる弱者の人たちというのは、なかなか声をあげられない。先ほど

も、防災のことでも思ったんですが、弱者がとても苦しい対場に立つの

であれば、弱者を集めて、防災をどういうふうにしたらいいんですかと

皆さんに聞くことが１番、当事者の声が聞けるかなと思いましたけども、

今回については、広く、もう少しいろんな方の声が聞けるような仕組み

を、今後、検討いただきたいと思います。これは、提案です。 

 

嶌田政策担当参事 ありがとうございます。いろいろな部分で、広くご意見を賜るのは、

当然のことと思っております。私ども先ほど申しました、地方創生につ

きましては、ある程度の素案ができた時点で、当然、パブリックコメン

ト等も求めていくつもりでございます。ですので、多分、ご関心を持っ

ていただくということが、まず、１番、何より大切だと思っております。

形式上、パブコメしますよってことで言う、その周知の仕方っていうの

が１番大事かなと思いますので、そのへんを十分心がけて、今後、業務

にあたっていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

中村政策財務部長 あと、すみません。先ほどの、地域懇談会は、その地域の自治会の方

であるとか、地区社協の方とか、そういった特定の方はもちろんなんで

すけども、メインにお話しいただくのは、そういった方になるかも分か

りませんが、オープン参加で、一般の市民の方も来て下さい、それで、

そういった一般の方からも、ご意見をいただけるような、そういうよう

な仕組みを今、考えておると聞いていますので、よろしくお願いします。 

 

柏木副会長 素敵だと思います。よろしくお願いします。 

 

橋本会長 ありがとうございました。それでは、期待して待つことにいたします。

よろしくお願いいたします。それでは、時間もまいりましたので、本日

はこのあたりで終了させていただきたいと思いますが、そのほか、事務

局のほうから、何かございますでしょうか。 

 

嶌田政策担当参事 はい。次回の審議会についてでございます。今日が７月ということで

ございますもので、８月の下旬あたりに、第２回の開催をさせていただ
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きたいと思います。日程につきましては、なるべく多くの委員の皆様が

ご参加いただける日ということで思っておりますので、そのへんまた、

改めて、事前にお伺いさせていただきながら、進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。 

 

橋本会長 ありがとうございました。それでは、本日の案件は、これで全て終了

とさせていただきます。委員の皆様には、大変お忙しいなか、長時間に

渡り、貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。 

 


